
和歌山市の教科書採択の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※１の資料は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律において、都道府県の教育

委員会の責務として、「教科用図書の採択の適正な実施を図るため、市町村の教育委員会等の行

う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。」と示され

ていることから、和歌山県教科用図書選定審議会が行った答申に基づき、和歌山県教育委員会よ

り和歌山市教育委員会に送付される。 
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④教科用図書の見本に係る展示会 
教科書展示会での市民・教職員・保護者等の

意見 
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（調 査 員） 

 

市町村教育委員会  

文部科学省 

「教科書制度の概要」  

義務教育諸学校用教科

書採択の仕組みより 

③教科用図書調査員 

小学校教科書採択時  

国語(国語、書写)、社会(社会、地図)、算数、理科、

生活、音楽、図画工作、家庭、保健、道徳、外国語 

中学校教科書採択時  

国語（国語、書写）、社会（地理、歴史、公民、地

図）数学、理科、保健体育、音楽、美術、技術・家

庭、英語、道徳 

 

②和歌山市立小学校、中学校及び 

義務教育学校教科用図書選定委員

 

県教委  

「教科用図書採択に係

る資料」※１  

 


